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制度改正制度改正制度改正制度改正のののの動向動向動向動向についてについてについてについて（（（（補足資料補足資料補足資料補足資料））））

別冊資料２

＝平成２３年度第１回高齢者福祉計画及び介護保険事業計画推進協議会資料＝

平成２３年５月２６日

健康福祉部　長寿支援課・介護保険課
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（参考）介護療養型医療施設について

　　　介護療養型医療施設とは、療養病床等を有する病院
又は診療所であって、当該療養病床等に入院する要介
護者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管
理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話
及び機能訓練その他必要な医療を行うことを目的とする
施設。（介護保険法第8条第26項）

　　　平成23年度中に介護療養型医療施設を介護老人保健
施設、その他の介護保険施設等に転換（施設類型の変
更）することとしている。（平成18年健康保険法等の一部
を改正する法律により介護保険法の規定を削除）

（（（（第第第第３２３２３２３２回社会保障審議会介護保険部会資料回社会保障審議会介護保険部会資料回社会保障審議会介護保険部会資料回社会保障審議会介護保険部会資料よりよりよりより抜粋抜粋抜粋抜粋））））
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（（（（第第第第３２３２３２３２回社会保障審議会介護保険部会資料回社会保障審議会介護保険部会資料回社会保障審議会介護保険部会資料回社会保障審議会介護保険部会資料よりよりよりより抜粋抜粋抜粋抜粋））））
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社会保障審議会介護保険部会（第31回）資料より
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社会保障審議会介護給付費分科会（第74回）資料より
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社会保障審議会介護保険部会（第31回）資料より



7

社会保障審議会介護保険部会（第25回）資料より
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社会保障審議会介護保険部会（第31回）資料より
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社会保障審議会介護保険部会（第31回）資料より
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参酌標準の一部撤廃について

○厚生労働大臣は、介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本
的な指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。（介護保険法第116条）

○国は、「基本指針」において、従来、いわゆる参酌標準として、

①「市町村において、平成26年度における要介護２以上の認定者数に占める、施設・居住
系サービスの利用者を37％以下にすることを目標として設定する」

　　　（施設・居住系サービス･･･特養（密着型含む）・老健・療養型・グループホーム、介護専用型特定施設）

②「市町村において、入所施設利用者全体に対する要介護度4、5の割合を70％以上にする

ことを目標として設定する」

③「都道府県において、3施設定員に占めるユニット型施設の定員割合を50％以上とし、内
特別養護老人ホーム（密着型含む）定員に占めるユニット型施設の定員割合を70％以上
とすることを目標とする。 」

　　　（３施設･･･特養（密着型含む）・老健・療養型）

を示していましたが、

　平成22年10月7日付厚生労働省告示で、①にかかる条項が削除されました。

　これにより、施設整備を計画する際の国からの量的な指針はなくなり、５期計画では

　地域の実情に応じて施設整備計画を行うことになりました。

※撤廃にかかる経緯は次頁参照。
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＜参考　撤廃にかかる経緯＞

　平成22年6月15日の行政刷新会議(第10回）において、「規制・制度改革に関する分科会

第一次報告書」が報告され、その中で地方自治体が定める介護保険事業（支援）計画に

対して国が示す参酌標準を撤廃することが示されました。具体的には、「参酌標準を撤廃

し、第５期介護保険事業計画（平成24～26年度）から、各都道府県が地域の実情に応じて

策定可能とする。＜平成22 年度中検討・結論、結論を得次第措置＞」とされたことを

受けたものです。
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